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＜岐阜・養老町＞ 

基本計画（岐阜県・養老町） 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

 ・設定する区域は、平成２９年８月１日現在における岐阜県養老郡養老町の行政区域とする。 

 ・概ねの面積は、7,200 ヘクタールである。 

 ・自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区は、本促進区域には存在しない。 

 ・本促進区域は、自然公園法に規定する、揖斐関ヶ原養老国定公園の区域は除外する。 

 ・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区、その他環境保全上重

要な地域（環境省が自然環境保全調査で選定した特定植物群落、生物多様性の観点から重要度の高い

湿地、シギ・チドリ類渡来湿地、国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生息域等）

については、その区域に含むものとし、８において、環境保全のために配慮を行う事項を記載する旨

を記載する。 

別紙 養老町全図 ｐ１１ 

 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

  養老町は、岐阜県の西南部に位置し、緑の山、清らかな水に恵まれ、東部は大垣市、安八郡輪之内

町、西部は大垣市（旧上石津町）、南部は海津市、三重県いなべ市、北部は不破郡垂井町に隣接してい

る。断層によってできた西部の養老山地、それにともなう扇状地と三角州によってできた濃尾平野、

中央部には牧田川が流れており、水資源も豊富である。 

  金属製品や繊維製品などの製造業を主体として、水稲を中心とした農業も盛んに行われてきたが、

近年は人口減少による後継者不足など、産業としては厳しい状況下にある。 

  交通インフラは、最寄りインターチェンジの名神高速道路大垣インターチェンジ（町中心部から約

６km、所要時間約 15 分）に加え、平成２９年１０月２２日には、町内に東海環状自動車道養老インタ

ーチェンジ（促進区域内）が開設予定である。また、公共交通機関によるアクセスは、最寄りの養老

鉄道美濃高田駅からＪＲ大垣駅を経由してＪＲ名古屋駅へは約１時間、東京駅へは約３時間で移動が

可能である。なお、名神高速道路養老サービスエリアには、スマートインターチェンジが設置される

ことが決定し、平成３０年運用開始に向け現在工事が進められている。さらに、東海環状自動車道は

南進工事が現在進んでおり、隣接する海津市においてもスマートインターチェンジが設置されること

となっている。このように、養老町は町内に２か所、近接地に２か所の計４か所のインターチェンジ

を有する、交通インフラに恵まれた地域となる。 

  人口分布の状況としては、平成７年の国勢調査時人口（33,694 人）をピークに減少に転じており、

29,029 人（平成 27 年国勢調査）となっている。本町の合計特殊出生率は、1.40 人（H20-24 人口動態 

保健所・市町村別統計（厚生労働省））となっており、低水準となっている。少子高齢化が続く一方で、

出生数 183 人に対し、死亡数が 336 人（出生数・死亡数とも、H27 1-12 月の年計 人口動態統計(厚生

労働省)）となっており、自然減少が続いている。また、平成 14 年以降は転出者超過が続いており、

社会減少も人口の減少の大きな要因となっている。今後も人口減少は続き、平成５２年（2040 年）に
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は 22,200 人（国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」出典）となることが予想

されるため、人口減少に歯止めをかけることが本町における喫緊の課題となっている。 

 

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

 養老町は、森林地域及び商業地域である住宅密集地を除きほぼ農業振興地域となっている（農地面

積は、町全体の面積の約３６．５％である）（岐阜県都市政策課資料）ため、土地開発には制約を受け

ることから、農畜産物の消費拡大や農業の６次産業化などを誘発できる食品関連産業の立地を促進し、

生産性の高い農業振興と農業の担い手育成・確保を図っていくことで、本町の産業基盤としての「強

い農業」「優良な農地の有効活用」に繋げていく。 

養老町の、平成 26 年経済センサス基礎調査における産業別従業者の状況は、農林漁業は１６３人で

全体の１．５％、平成 25 年度岐阜県市町村民経済計算での町内総生産の経済活動別構成では、農業は

全体の１．７％（１，４２１百万円）という状況である。また、その他の主な産業として、事業所数

ベースで製造業が１９６事業所（１７．１％）、建設業が１５６事業所（１３．５％）、宿泊業、飲食

サービス業が１０９事業所（９．５％）となっており、２次産業、３次産業が中心の産業分類状況と

なっている。 

養老町は岐阜県下第２位（H27(2015)年農林業センサス）の水田面積を誇る穀倉地帯であり、作付面

積県下第４位（H27(2015)農林業センサス）である水稲を中心に施設園芸・畜産等多様に展開している。

環境面では名水百選にも選ばれた「養老の滝」の流れる養老山地のおいしく、きれいな水を使い農業

を営んでいる。主な農産物として水稲をはじめ、トマト、いちご、花卉、ふき、柿等があり、畜産物

として卵、牛乳、肉牛を生産している。近年の健康志向により、町内でも安全・安心な農作物の生産

のため、レンゲ草を肥料とするなど減農薬・減化学肥料栽培を推進し、さらなるブランド化を目指し

て取り組んでいる。 

  また、東海環状自動車道養老ＩＣの開通により、当該地域の交通アクセスが格段に向上することか

ら、地産地消を目指した物販やレストランなどの観光施設の誘導を目指す。 

これにより既存の養老公園等の観光施設との相乗効果が期待できるとともに、地域内の農産物の販

売促進、小売業、飲食業等への経済波及効果をもたらすことになり、好循環状況を創出できる。  

 

（２）経済的効果の目標 

・１件あたりの平均５，０００万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を少なくとも５件創出

し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で２．５億円の付加価値を創出することを目指す。 

・また、ＫＰＩとして、地域経済牽引事業の平均付加価値額、同事業数、認定農業者数、促進区域内

の観光客入込客数を設定する。 
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【経済的効果の目標】 

 現状 

H24 経済センサス 

計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業に

よる付加価値額 

(農林漁業､製造業、宿

泊業・飲食ｻｰﾋﾞｽ業) 

12,178 

  百万円 

12,428 

百万円 
2.0% 

【任意記載のＫＰＩ】 

 現状 計画終了後 伸び率 

地域経済牽引事業の

平均付加価値額 

－ 5,000 万円 皆増 

地域経済牽引事業数 － 5 件 皆増 

認定農業者数 64 人(H26) 70 人 9％ 

観光入込客数 981 千人(H27) 1,300 千人 40％ 
 

 

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

 本基本計画において、地域経済牽引事業とは、以下の（１）から（３）の要件を全て満たす事業をい

う。 

 

（１）地域の特性の活用 

 「５ 地域経済牽引事業の促進にあたって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地

域の特性に関する事項」において記載する地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。 

 

（２）高い付加価値の創出 

   事業計画期間を通じた地域経済事業による付加価値増加分が、３，７６２万円（岐阜県の１事業

所あたり平均付加価値額（経済センサス－活動調査（平成２４年））を上回ること。 

 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

   事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの

効果が見込まれること。 

  ① 促進区域に所在する事業者の売上げが、開始年度比で６．５％増加すること。 

  ② 促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で１％増加すること。  

  ③ 促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で５名以上増加すること。 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点促進区域）

を定める場合にあっては、その区域 

 無 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特

性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

 ① 養老町の米等の農産物等特産物を活用した農林水産 

 ② 東海環状自動車道などの交通インフラを活用した成長ものづくり 

 ③ 養老の滝などの観光資源を活用した観光まちづくり分野 

 

（２）選定の理由 

① 養老町の米等の農産物等特産物を活用した農林水産 

  本地域の西側に位置する養老山地の一部は、東海自然歩道沿いの自然美が評価され、「揖斐関ヶ原

養老国定公園（昭和４５年１２月２８日指定）」にも指定されており、この養老山地による清らかな水

資源、広い農地を有し、農業振興を図るべき地域である。地域全体として水稲を中心とした農業が盛

んな地域であり、岐阜県下第２位（H27(2015)年農林業センサス）の水田面積を誇り、また作付け面積

県下第４位（H27(2015)年農林業センサス）となっている。養老町では、水田や畝などに巣をつくる鳥

「ケリ」が育つ自然環境に配慮した、精米機から取り出した米ぬかを利用したボカシを肥料として田

に戻すことにより、減農薬・減化学肥料のコメ作り（ケリ米）が行われており、独自に「養老町特産

ブランド認証品」として指定している。これを一例とする養老町の特産物を活用した地域振興を行う

べく、現在ブランド戦略を策定中である。また、養老山地の豊かな緑や名水百選（昭和６０年 環境

省）に選定された養老の滝・菊水泉などをはじめとする清らかな水資源にも恵まれ、そこから生産さ

れる農産物等特産品を活用した事業の促進にも期待できる土地基盤がある。こうした環境を最大限に

活用し、６次産業化への取り組みを進め、活気ある農業の町を目指す。 

 

② 東海環状自動車道などの交通インフラを活用した成長ものづくり 

  ものづくりの基盤を支える交通・物流インフラとして、現在は名神高速道路大垣インターチェン

ジ（所要距離約８km、所要時間約２０分）を利用されているが、平成２９年１０月２２日には東海

環状自動車道養老インターチェンジ（区域内）が開通予定となっているほか、平成３０年には名神

高速道路養老ＳＡスマートインターチェンジも開通予定であり、首都圏、近畿圏、名古屋圏へのア

クセスもこれまでよりも約３０分短縮が可能となるなど、さらなる利便性の向上が期待できる。こ

のように我が国の交通・物流の拠点である首都圏、近畿圏、名古屋圏に非常に有効なアクセス環境

が整いつつある。 

製造業については、養老町内の位置づけは、事業所数が１９６事業所で町内第２位、従業者数は

３，５８９人で町内第１位（平成 26 年経済センサス 基礎調査結果より）となっており、町内にお

ける産業の中心的役割を担っている。本町の産業は、繊維製品や金属製品などを中心とした製造業

が中心となり引っ張ってきた歴史があるが、近年はその経済状況の変化から、製造業全体としてそ

の経営は厳しい状況下にある。しかしながら、上述した町内へのアクセス環境の向上という機会を

とらえ、例えば岐阜県の企業立地促進事業補助金においても補助対象施設として位置付けられてい

る、（養老町の農産物を活用した）植物工場など、広く今後のものづくり産業再構築の契機ととらえ、

養老町内における各種製造業企業の立地の促進を図っていく。 
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③ 養老の滝などの観光資源を活用した観光まちづくり分野 

養老町における、宿泊業・飲食サービス業については、事業所数が１０９事業所、従業者数が９

３０人で、町内第４位となっている（H26 経済センサス基礎調査）。なお、町内には、「養老の滝」や

「養老公園一帯」をはじめとした観光地が点在している。岐阜県観光企画課「岐阜県観光入込客統

計調査」によると、平成２７年で９８１，５２８人の観光入込客数があり、観光分野の事業の促進

が期待できる地域である。産業間連携と異業種交流を基礎とし、産業複合型で進める技術開発、販

売促進や養老ブランドづくり、観光交流プログラム企画や地場資源を活用したものづくりの開発事

業など地域の特性を活用した事業促進が可能となる基盤が整っている。 

  また、上記②で述べた新たな交通アクセス環境の整備を今後の観光体制構築の契機ととらえ、従

来の観光施設を巡るだけの観光形態から、農業分野との連携を進め、体験農園や貸農園の整備、農

産物などを材料にしたものづくり体験など、農業体験・学習機能の場づくりを進めるとともに、農

産物などの直売施設と連携した特色ある農家レストランの企業など、農業地帯ならではの観光魅力

づくりを進める。（養老町第五次総合計画 基本計画 p106 ・６ グリーン・ツーリズム機能の整

備） 

 

 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域経済牽引

事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

地域の特性を生かして、農業振興及びそれを核とした観光に取り組むためには、地域の事業者のニ

ーズをしっかりと踏まえながら事業環境の整備を総合的に行っていくことが重要である。岐阜県企業

誘致戦略では、当該地域を２０２０西回りエリアとして位置付け、豊かな水資源を活かした食品関連

企業の集積を目指しており、特に植物工場の立地を図っている。 

  こうした中、事業者ニーズを踏まえた各種事業環境整備にあたっては、東海産業競争力協議会が策

定した中部地域の成長戦略である「ＴＯＫＡＩ ＶＩＳＩＯＮ」を踏まえるなど、国の支援策も併せ

て活用し、積極的な対応で事業コストの低減や地域経済牽引事業の地域への波及効果を図る。 

 

（２）制度の整備に関する事項 

 ① 固定資産税の減免措置の拡充 

   活発な設備投資が実施されるよう、現在設定している固定資産税の減免措置における事業分類の

見直しを図り、拡充する。 

 

 ② 企業立地に関する補助金 

   岐阜県企業誘致戦略を実現するために、「岐阜県企業立地促進事業補助金」について、平成２７年

度から補助対象業種として「植物工場」を新たに追加した。本事業においても、補助金交付要件に

適合するものについては対応していく。 

   ＜概要＞ 
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     初期投下固定資産額（土地、建物、償却資産）が１０億円以上かつ新規地元常用雇用者１０

名以上の雇用を行った場合、初期投下固定資産額の１／１０以内の助成を行うもの。（限度額＝

５億円） 

 

 ③ 不動産取得税の軽減 

   食品関連産業を含む成長産業の岐阜県への投資を加速させるために、平成２９年４月から不動産

取得税の軽減率の拡充を図った。本事業においても、要件に適合するものについては対応していく。 

（軽減率 ２／３） 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

 ① 岐阜県工業技術研究所が有する分析結果、技術情報の情報提供 

   地域企業の技術力向上のために、県研究機関が保有している情報であって資料として開示してい

る情報について、インターネット公開を進めている。 

 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

 ① 岐阜県庁商工労働部内、養老町産業建設部企業誘致・商工観光課内に、事業者の抱える課題解決

のための相談窓口を設置する。事業者からの幅広い事業環境整備の提案に対応するために、県内の

支援機関と連携して、ワンストップで対応できる体制を整備する。 

 

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

① 岐阜県中小企業総合人材確保センターの設置 

  岐阜県の昨年の有効求人倍率は、１．７１倍で、７年連続で上昇しており、雇用環境は大幅に改

善しているものの、県内企業の人手不足は深刻である。 

  こうした中、県では、県内企業の人材確保を総合的に支援するために、平成２９年４月に、「岐阜

県中小企業総合人材確保センター」を設置した。 

  本計画に伴う地域経済牽引事業においては、多数の新規雇用が見込まれるため、当センターとの

連携を強化する。 

 

② 事業承継支援 

  県において、中小企業支援機関や金融機関等と連携した「事業承継ネットワーク」を立ち上げ（平

成２９年５月）事業承継診断の実施や事業者が希望する承継方法に応じた支援機関へのマッチング

等の支援を行っている。 

   町では、地域経済牽引事業実施企業に対しては、定期的に職員が訪問するなどし、事業期間中

の継続的なフォローアップを行うとともに、新たな課題についてはワンストップ体制で取り組む。 

 

③ 技術支援 

  地域経済牽引事業の振興のため、県の支援機関である、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県農

業技術センター、及び国立大学法人岐阜大学等と連携して支援を行っていく。 
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（６）実施スケジュール 

取組事項 ２９年度（初年度） ３０年度・・・・ ３３年度（最終年度） 

【制度の整備】 

①企業立地に関する補

助金 

運用 運用 運用 

②不動産取得税の軽減 運用 運用 運用 

③固定資産税減免措置

の創設（養老町） 

１２月議会に改正条例

案提出・審議 

４月条例施行、受付開

始、運用 

運用 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①岐阜県工業技術研究

所が有する分析結果、

技術情報の情報提供 

運用 運用 運用 

    

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①相談窓口の設置 9 月設置・運用(予定) 運用 運用 

    

【その他】 

①岐阜県中小企業総合

人材確保センターの設

置 

4 月設置・現在運用 運用 運用 

②岐阜県事業承継ネッ

トワークの設置 

 

5 月設置・現在運用 運用 運用 

③県の支援機関等と大

学と連携しての支援 

運用 運用 運用 

 

 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

  養老町における地域経済牽引事業の促進にあたっては、岐阜県の産学金官が連携して具体的な支援

の方向性について調整していく。 

  岐阜県が設置する、岐阜県農業技術センター、岐阜県中小企業総合人材確保センター、（公財）岐阜

県産業経済振興センター、さらには岐阜大学が連携して支援を行っていく。 

  このため、岐阜県と養老町では、本基本計画に基づく地域経済牽引事業推進のための連携を密にし、

調整を行う。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

① 岐阜県農業技術センター 
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  当センターにおいては、消費者ニーズに応えた「ぎふブランド農産物づくり」と安全・安心な「ぎ

ふクリーン農業」の確立を基本目標に定め、地域要望の強い課題の研究開発と技術支援を積極的に

展開している。 

  特に、技術支援については、課題について、県農業経営課、県農林事務所農業普及課と一体とな

って連携研究を行い、問題解決を図っている。  

 

② 岐阜県中小企業総合人材確保センター 

  当センターにおいては、県内企業の人材確保を支援するために、企業の採用力向上や人材獲得の

機会創出、学生への魅力ＰＲ機会の提供などを通じて、総合的に支援している。 

  さらに、産学金官と連携し、県内大学の学生の県内企業への就職、定着を強力に支援している。 

 

③（公財）岐阜県産業経済振興センター 

  本県の産業振興を目的に、販路開拓、新事業創出、デザイン開発、設備貸与、地場産業情報の収

集提供等の支援事業を行っている。さらに、経営相談機能も充実しており、よろず支援拠点コーデ

ィネーターやモノづくりコーディネーター等、幅広い専門家を配置し、あらゆる経営相談に対応し

ている。 

 

④ 岐阜大学 

   岐阜大学には、「応用生物科学部」（旧農学部）があり、農業分野への学生の供給を行っている。 

   また、産業界や企業支援機関との連携については、学内に研究推進・社会連携機構産官学連携推

進本部を設置し、総合的に実施している。 

   同本部では、新技術開発や生産技術の改善、知的財産マネジメント、共同研究等の情報提供など

を行っている。  

  

⑤ 日本政策金融公庫（岐阜支店） 

日本政策金融公庫（岐阜支店）において取り組んでいる中小企業向けの支援施策を活かし、地域

経済牽引事業計画実施企業を支援していく。 

 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

  新規開発を行う場合には周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与えないように配慮し、

環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行っていくものとする。 

  また、緑地の確保、騒音・悪臭対策なども必要な情報提供に努めていくとともに、事業者と連携し

て環境保全に対する意識の醸成に努めていく。 

 

    鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区、その他環境保全上重

要な地域（環境省が自然環境保全調査で選定した特定植物群落、生物多様性の観点から重要度の高い

湿地、シギ・チドリ類渡来湿地、国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生息域等）
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については、その区域に含むものとし、当該区域で地域経済牽引事業を実施する場合には、これら多

様な野生動植物の生息・生育に十分配慮し、希少種が確認された場合には、自然環境部局と十分調整

を図りつつ、専門家の意見を聞くなどして、生息等への影響がないよう十分に配慮していく。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

   

  犯罪の起きにくいまちづくりを推進し、町民が安全に安心して暮らせることができる社会の実現を

図る。 

  特に、地域経済牽引事業の実施によって犯罪及び事故を増加させ、または地域の安全と平穏を害す

ることのないよう、県・養老町は次のことを推進または促進する。 

  ・事業所付近で地域住民が犯罪被害にあわないように、防犯カメラや照明の設置等を進めること。 

  ・道路、公園、事業所等における植栽の適切な配置及び剪定により、見通しを確保するほか、空き

地等が夜間において地域住民に迷惑を及ぼす行為に利用されないよう、管理を徹底する等防犯に

配慮した施設の整備及び管理をすること。 

  ・交通事故を防止するために、歩道やガードレールを設置したり、歩道と車道を分離するなど交通

安全施設の整備を進めること。 

  ・警察、事業者及び地域住民と連携し、協働した防犯活動と地域住民に対する支援をすること。 

  ・従業員の遵法意識の高揚と従業員、顧客等が犯罪の被害にあわないための指導をするよう事業者

を促すこと。 

  ・犯罪や事故の防止、地域の安全確保のために必要な経費等の援助に配慮をすること。 

  ・外国人を雇用しようとする際には、旅券等により、個人を確認するとともに、当該外国人の就労

資格の有無を確認する等、事業者が必要な措置を取るよう促すこと。 

  ・事業者が地域経済牽引事業を実施する際には、必要に応じて地元説明会を行うなど地域と連携し

て事業を実施すること。 

  ・事件または事故の発生時における迅速な警察への連絡体制を整備するとともに、捜査へ協力をす

るよう事業者を促すこと。 

  ・事業者が地域経済牽引事業を実施する際には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

及び、岐阜県暴力団排除条例にのっとり、暴力団員等に不当な利益を得させることがないよう、

事業者を促すこと。 

 

（３）その他 

 ① ＰＤＣＡ体制の整備等 

   毎年地域経済牽引支援機関による会議を開催し、基本計画と承認事業計画に関するレビューを実

施し、効果の検証と見直しについてホームページ等で公表するものとする。  

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項 

  無  

 



 

10 
 

＜岐阜・養老町＞ 

１０ 計画期間 

  本計画の計画期間は、本計画同意の日から平成３４年度末日までとする。 
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「別紙地図」 養老町全域（促進区域） 

 

 

 


